
税務署へ申告が必要ですD

令和５年１月１日にお住まいの市町村に申告してください

いいえ

令 和 ４ 年 中 （ 2 0 2 2 年 １ 月 １ 日 ～ 2 0 2 2 年 1 2 月 3 1 日 ） に 収 入 が ０ 円 、
ま た は 遺 族 年 金 ・ 障 害 年 金 ・ 雇 用 保 険 な ど の 非 課 税 所 得 の み だ っ た

はい

はい

令和４年中にあった収入へ
（複数ある場合は、それぞれに)進んでください

給与収入
アルバイト・パート
日雇いなども含む

年金収入
国民年金、厚生年金
共済年金、企業年金

恩給等

その他収入
事業・農業・不動産
個人年金等の雑収入
その他左記２種類に
当てはまらない収入

いいえ

勤務先（給与支払者）から
神戸市に給与支払報告書が提出されている
（ 不 明 な 場 合 は 勤 務 先 に 確 認 し て く だ さ い ）

はい

源泉徴収票に記載されていない各種控除
（医療費や保険料控除等）の追加や変更をしたい

‣ 非課税証明書の発行

‣ 国民健康保険料等の減額算定

‣ 公営住宅や教育、各種福祉関係制度の

　　利用・判定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等のため、

神戸市へ申告が必要な場合があります

はい

いいえいいえはい

収 入 は 給 与 の み で あ る
（または公的年金等のみであ る）

はい いいえいいえ

いいえ はい

まずは、申告する必要があるかどうかフローチャートで確認しましょう。

　　　はい　　　　　いいえ　に沿って進み、到達したA～Dについて2～３ページの説明を読んでください。

令和５年１月１日時点、神戸市に住所があった

令和５年度　市民税・県民税（住民税）の申告の手引き  -神戸市-

昨年度の申告実績により、次の方へ今年度の申告書をお送りしています。

昨年  ・ 昨年度、未申告であり、年金所得に対して住民税が課税されていた方

昨年  ・ 昨年度、神戸市へ申告された方

申告が必要な方は、この申告の手引きをお読みいただき、期限内に申告してください。

フロ ーチ ャ ート 結 果 A ～ D の説 明

必 要 な も の ・ 記 入 方 法 等

Ａ

スタート

B

申 告 は 不 要 で すC

・・・1３ページ

・・・10ページ

課税所得がある
公的年金等の
収入額が400万円以下である

（国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、恩給等）



申 告 要 否 フ ロ ー チ ャ ー ト （ １ ペ ー ジ ） 結 果 A ～ D の 説 明

神戸市へ市民税・県民税（住民税）の申告が必要な場合がある方A

 所得（非課税）証明書が必要な方　（令和５年度証明書の発行開始は令和５年５月下旬頃です）

 各種保険や福祉・公営住宅・教育など各種制度の利用・判定のために「非課税」の決定が必要な方

非課税であることを決定するためには、市民税・県民税（住民税）の申告が必要です。

収入がない方や遺族年金・障害年金・雇用保険などの非課税所得のみであった方でも、申告をしない場合は、「未申告」

となり、非課税の決定はできません。

B 税務署へ所得税の申告  または  神戸市へ市民税・県民税（住民税）の申告が必要な方

D 税務署へ所得税の申告が必要な方

 給与収入または公的年金等収入以外の収入があり、課税所得（収入－必要経費－所得控除）がある方

 給与収入が２,０００万円を超える方

 給与または年金収入があり、給与または年金収入以外の所得が２０万円を超える方

（超えない方は市民税・県民税（住民税）の申告が必要です）

 公的年金等収入の合計額が４００万円を超える方

 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

詳しくは担当区の税務署へお問い合わせください。

なお、税務署へ確定申告される方は、神戸市への市民税・県民税の申告は原則不要です。

C 申告が不要な方

 収入が給与収入のみの方で、勤務先が神戸市へ給与支払報告書を提出済の方

※ 　提出されているか不明な場合は勤務先へご確認ください。

※ 　勤務先が複数ある場合は、すべての勤務先から提出いただく必要があります。

 収入が公的年金等のみの方で、その収入合計額が４００万円以下の方

勤務先や年金支払者等から提出された課税資料に基づき、市民税・県民税（住民税）の計算を行うため申告は不要です。

ただし、源泉徴収票に記載されていない各種控除の追加・変更をされる方は申告が必要です。

「神戸市住民税額シミュレーションシステム」を利用して、申告書の作成及び税額の試算を行うことができます。

また、作成した申告書（PDFデータ）はe-KOBE（神戸市スマート申請システム）を利用して、インターネットで提出

することができます。

詳しくは神戸市ホームページをご覧ください。

パ ソ コン や ス マ ー ト フ ォン で 申告 書 の 作成 ・ 税額 の 試算

税務署へ所得税の申告（確定申告）が必要な方

 源泉徴収票に記載されていない各種控除を追加・変更される方で、所得税の源泉徴収税額がある方

 下の　「D　税務署へ所得税の申告が必要な方」　に当てはまる方

確定申告については、担当区の税務署へお問い合わせください。

上記に該当しない方は、神戸市へ市民税・県民税（住民税）の申告が必要です。詳しくは神戸市へお問い合わせください。

なお、税務署へ確定申告される方は、神戸市への市民税・県民税の申告は原則不要です。

税務署 担当区 電話番号 税務署 担当区 電話番号 税務署 担当区 電話番号

芦屋税務署 東灘区 0797-31-2131

灘税務署 灘区 078-861-5054

神戸税務署 中央区 078-391-7161 長田税務署 長田区 078-691-5151 明石税務署 西区 078-921-2261

078-731-4333
須磨区
垂水区

須磨税務署078-576-5131
兵庫区
北区

兵庫税務署

申告書を作成せずに、フォームに入力するだけで簡単に申告することができます。

＜利用できる方＞

令和４年中に収入がない方で、扶養控除や医療費控除等の各種控除に該当しない方

※ 申告完了ページ又は申請内容照会ページより、申告内容を「申告書の控え」としてダウンロードいただけます。

＜ 収 入 が な か っ た 方 の み ＞

インターネットで提出

１．申告書を作成する

「神戸市住民税額シミュレーションシステム」で申告書を作成して、パソコン・スマートフォン等に申告書

（PDFデータ）を保存のうえ、必要事項を入力してください。
※ 紙で作成した申告書をスキャンまたは撮影いただいたデータでもお手続き可能です。

２．申告書をアップロードして提出する

「e-KOBE（神戸市スマート申請システム）」で作成した申告書をアップロードして提出してください。
※ 紙の[申告の控え]は発行できません。マイページの申請内容照会で、申告内容や手続き状況を表示または印刷して

[申告の控え]としてご利用ください。

申 告 書 の 提 出 方 法

事前にご自宅で申告書を記入し作成いただいた申告書と、必要な添付書類及び本人確認書類をご持参

ください。なお、会場によって、受付期間が異なります。10ページの申告期間と会場一覧をご覧ください。

窓口で提出

同封の申告用封筒に記入した申告書と添付書類を入れて、送付してください。（切手不要）

※　添付書類が不足している場合、控除を適用できない場合があります。

添付書類が多く、申告用封筒に入らない場合は、別の封筒で下記送付先までお送りください。

その際は、別の封筒で送付する旨のメモをそれぞれの封筒に同封してください。

※　申告書の「控」が必要な方は、申告書二面②の裏面左下のチェック欄に☑をした上で、宛先を記入し、

切手を貼った返信用封筒を同封してください。（切手・返信用封筒がない場合は返送できません）

また、返送には２～３週間ほど期間がかかりますのであらかじめご了承ください。

〒653-8790
神戸市行財政局税務部　市県民税申告書　郵送受付の係　あて
※　こちらは郵送申告専用の送付先です。送付先住所の記入は不要です。

郵送で提出

＜収入があった方・各種控除に該当する方＞

「e-KOBE（神戸市スマート申請システム）」を利用して、インターネットで申告書を提出することが

できます。必要な書類は原則(※)本人確認書類のみで、24時間受付しています。

※ 不備等があった場合は、申告手続きの差戻しなどをメールにて通知します。必ずご確認ください。

※ 医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」が必要です。

検 索詳しくは神戸市ホームページをご覧ください。



動画で見る申告書の作成方法

申告書の作成方法の動画をご覧いただけます。詳細は神戸市ホームページをご確認ください。

①　令和５年度市民税・県民税の申告書
※　同封の「控」が記載された用紙は申告書の控えが必要な方に利用いただくものです。

申告書の控えが必要ない方は提出の必要はありません。

②　令和４年中の収入や必要経費がわかるもの
・給与収入がある方・・・給与所得の源泉徴収票（コピー可） ※ 源泉徴収票がない場合は給与明細、支払証明書等
・年金収入がある方・・・公的年金等の源泉徴収票（コピー可）

・ ・・・収入金額と必要経費のわかる書類

③　適用を受ける各種控除の証明書や領収書等　※　添付がない場合、控除を適用できない場合があります。

④　確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書等
※　上場株式等の譲渡所得（特定株式等譲渡所得）又は上場株式等の配当等（特定配当等）の所得について、

所得税と市県民税において異なる課税方式を選択される方のみ

⑤　個人番号カードまたは通知カードのコピー
※　令和５年１月１日に、神戸市に住民票のない方のみ、コピーの添付と申告書への記入が必要です。

事業専従者・同一生計配偶者・扶養親族についても同様です。

申告に必要なもの

同封の従来の医療費控除用の明細書
（各医療機関から発行されている明細書では
ありませんのでご注意ください。）

医療費通知

セルフメディケーション

税制用の明細書
神戸市ホームページより用紙を
印刷・記入して、提出してください。

領収書では 、控除を適用
で き ま せ ん 。 領 収 書 は
ご自身で保管してください。
明細書の記入内容確認のため、申告
期限等から５年経つまでは、次の書
類の提示又は提出を求める場合が
あります。
・領収書
 （医療費通知に記載がある場合を除く。）

・セルフメディケーション税制適用の
場合、健康の増進及び疾病の予防
として一定の取組を行ったことを
明らかにする書類

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除、地震保険料控除

寄附金税額控除

障害者控除

勤労学生控除

日本国外に居住する親族
についての扶養控除、配偶者（特別）
控除、障害者控除等

健康保険料等 ・ ・ ・ 領収書等
国民年金保険料・国民年金基金の掛金 ・ ・ ・ 控除証明書
(控除証明書がない場合は領収書等の支払いを証明するもの)

掛金の証明書

支払保険料の証明書（控除証明書）

寄附先団体等から交付された寄附金の受領書等

身体障害者手帳・保健福祉手帳等のコピー
（氏名・等級・交付日が確認できるページ）

障害者控除対象者認定書等

学生証のコピー・在学証明書等

親族関係書類及び送金関係書類
詳細は、神戸市ホームページをご覧ください。

各種控除と添付が必要な書類一覧

※ 

い
ず
れ
か
一
方
を
選
択

□

□

□

□

□

□

□

□

□

（インターネットで申告書を提出する場合、省略可能なものがあります）

医療費控除の適用を受ける方は、下記の記入方法をご覧の上、同封の「医療費控除の明細書」を
作成してください。領収書では、控除を適用できません。
※　下記の記入方法は従来の医療費控除用であり、セルフメディケーション税制用ではありません。

「医療費控除の明細書」の記入方法

⚠　医療費通知を必ず添付してください。

１　医療費通知に関する事項
（１）
医療費通知に記載された医療費の額

通知に記載のある自己負担額の合計額を記入してください。

（２）
（１）のうちその年中に実際に支払った医療費の額

（１）で記載した医療費のうち令和４年中に実際に支払った金額の合計額を記入してください。

※　令和３年中に支払った金額は記入しないでください。

⚠　領収書の提出は不要です。

2　医療費（上記１以外）の明細

医療を受けた方、病院・薬局などの支払先ごとに令和４年１月～１２月に支払ったものを集計し、

記入してください。

※　医療費通知に記載している金額（上記１　医療費通知に関する事項に記載した金額）は含みません。

※　同一生計の親族のために支払った医療費も控除の適用を受けることができます。

医療 費の区分 　「 その 他の医療 費」  ・ ・ ・ 公共交通機関での通院費や医療用器具の購入等が該当します。

 ・ ・ ・ 生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法等に基づき受け取った

✍

✔

✔

✔

55,000

神戸 太郎　 〇〇病院　　　　　　　　　　　 　50,000

　同上　　　□□バス　　　　　　　　　　　　  2,000

神戸 花子　 〇〇薬局　　　　　　　　　　　　  3,000

＜医療費通知をお持ちの方＞

✍

✍

＜医療費通知のない方  及び  通知に記載のない月がある方＞

年分、申告する方の住所、氏名を記入します。
年分は「令和４」です。

✍
令和４

170,000　　　　　150,000

保険金や給付金（入院給付金、出産育児一時金、高額療養費等）があ

る場合にその金額を記入してください。



 < 共 通 部 分 >  　 申 告 書 の 記 入 例 　

現  住  所…………現在お住まいの場所で郵便物の届くところを記入してください。

1月1日の住所……令和５年1月1日現在の住所を記入してください。
現住所と同じ場合は「□同上」に☑してください。

氏　    名…………氏名およびフリガナを記入してください。

生年月日…………年号から日まで、正確に記入してください。

電話番号…………連絡がつきやすい電話番号を記入してください。

個人番号…………令和５年1月1日に、神戸市に住民票のない方のみ、記入してください。

①　「上記収入なし□」に☑してください。

②　1～４のあてはまる項目の□に☑してください。記入項目があるものについては記入してください。

＜ 収 入 が な か っ た 方 の 場 合 ＞ 　 申 告 書 の 記 入 例

①　令和４年分　公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」を転記します。

公的年金等の源泉徴収票が複数ある場合は、支払金額をすべて合計してください。

※ 公的年金等の種類：国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金・恩給等

※ 企業年金を一括で受け取っている場合は一時所得又は退職所得になります。

＜公的年金等の収入のみだった方の場合＞申告書の記入例

※ 遺族・障害年金、雇用（失業）保険、傷病手当等の非課税所得のみの方も、本例を参考に記入してください。

※ 各種控除に関する内容や扶養親族について（二面②）の書き方は、8～9ページをご覧ください。

※ 各種控除に関する内容や扶養親族について（二面②）の書き方は、８～９ページをご覧ください。

神戸市長田区二葉町5-1-32

神戸  　太郎　　　　　　　36       4      2

4

3 0 0 0  0 0 0

200 000

あらかじめ印字されている場合は、印字内容が正しいかご確認いただいた上で、申告者氏名を自署してください。

印字されている内容が過去の内容や誤りである場合は、現在の正しい内容を記入してください。

【記入箇所：一面の上段】　申告住所、氏名、生年月日等の必要事項を記入します。✍

【記入箇所：一面の中段】　「１　令和４年中の収入金額」に記入します。✍

3,000,000

✔ 　　　　　　　　神戸　一郎

神戸市中央区加納町6丁目5-1　　　父

✔

✔

コウベ　タロウ

  神戸市長田区二葉町5-1-32　　　　　神戸  　太郎

✔  　　　　　　　　　　 無職　　　　　   神戸 太郎    本人

昭和48.6.7
○

【記入箇所：一面の右下】　「４　収入がなかった方」に記入します。✍
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この場合、適用制度が「新生命保険料控除」で、
「 一 般 申 告 額 」 が 6 9 , 0 0 0 円
「 介 護医 療 申 告額 」 が 3 4 , 5 0 0 円
なので、右の記入例のとおりに記入します。

69,000

34,500

新生命保険料控除制度

この場合、適用制度が「旧生命保険料控除」で、
「 一 般 申 告 額 」 が 1 2 0 , 0 0 0 円
「 個 人 年 金 申 告 額 」 が 3 0 , 0 0 0 円
なので、右の記入例のとおりに記入します。

30,000

旧生命保険料控除制度

令和４年分 令和４年分

R4年
R4年

【記入箇所：二面①上段】　所得から差し引かれる金額等を記入します。✍
⑬医療費控除　※次のいずれか一方しか選択できません。
[従来の医療費控除] 令和４年中にあなたが支払った医療費がある場合の控除です。
支払った医療費の合計と保険等により補てんされた金額を記入してください。

※　支払った医療費等の実質負担額が１０万円（所得金額が２００万円未満の人は「所得金額×５％」の額）を超えた場合、その
　　　超えた金額をその年の所得から差し引き出来ます。

[セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）] 　令和４年中に「スイッチOTC医薬品※」を購入した場合の控除です。

「セルフメディケーション税制を選択□」に☑して、対象のＯＴＣ医薬品の年間購入金額を記入してください。

※　スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品です。
※　スイッチOTC医薬品を購入した費用が12,000円を超えた場合、その超えた金額（上限88,000円）をその年の所得から
　　 差し引きできます。

⑱ひとり親/寡婦控除
現に婚姻をしていない方（離別・死別・未婚の場合）又は配偶者の生死の明らかでない方で、次の３要件すべてを満たす場合、

ひとり親に✔チェックしてください。

・ 令和４年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する　　　・令和４年中の合計所得金額が500万円以下

・ 事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

上記ひとり親に該当しない方で、下記①又は②に該当する場合は、寡婦と当てはまる婚姻後の状態について、✔チェックしてください。

①夫と離別した後、婚姻をしていない方で以下のすべての要件を満たす方

・ 扶養親族を有する　・令和４年中の合計所得金額が500万円以下　　　・事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

②夫と死別した後、婚姻をしていない方又は夫の生死の明らかでない方で以下のすべての要件を満たす方

・ 令和４年中の合計所得金額が500万円以下　　　　　　　　　　　　　　　　 ・事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

⑭社会保険料控除
令和４年中に社会保険料を支払った場合の控除です。
公的年金等の源泉徴収票をお持ちの方は、源泉徴収票に記載の社会保険料の額を「源泉徴収票記載社会保険料」の欄に
記入してください。この場合、公的年金等の源泉徴収票の摘要欄に記載されている社会保険料の内訳を記入する必要は
ありません。

※ 公的年金等から源泉徴収されているもの以外に、納付書や口座振替で保険料を支払っている方は、各項目にあわせて
　　記入してください。

⑯生命保険料控除
令和４年中に生命保険契約等又は、個人年金保険契約等に基づいて、支払った保険料や掛金がある場合の控除です。

項目ごとに支払った金額を記入してください。

 < 各 種 控 除 に 該 当 す る 方 >  　 申 告 書 の 記 入 例 　

120,000

住宅借入金等特別税額控除

居住開始年月日、住宅借入金等特別控除
可能額とともに、特定取得に該当する場

合は「特」に○を記入してください。

寄附金税額控除

令和４年中に2,000円以上の寄附を行った方は、あて はまる項目に
寄附をした金額を記入してください。

※　市民税・県民税の申告書を提出する場合、「ふるさ と納税ワンスト
ップ特例制度」は適用さ れませ ん。そのた め、全て の寄附先の金
額を記入してください。

⑲ ⑳個人番号(マイナンバー)

配偶者又は扶養親族の方が
令和５年1月1日に、神戸市に
住民票のない場合のみ、記入

してください。

⑲控除対象配偶者
⑳扶養親族

配偶者や扶養親族がいる場合、

該当者の

・氏名　・住所　・生年月日
を記入してください。

⑱ ⑲ ⑳障害者控除

⑱あなたが障害者に該当する

場合、どちらかに✔チェックし
てください。

普通障害者
障害者手帳の交付を受けてい
る方や福祉事務所長の認定を
受けている方等
特別障害者
普通障害者に該当する方で、
・身体（青色）　１・２級
・精神（白色）　１級
・療育（緑色）　A判定
 にあてはまる方

※上記（ ）内は手帳の色です。

⑱ ⑲ ⑳あなたや配偶者又は
扶養親族の方が障害者である
場合は、　身体・精神・療育　の
あてはまる項目を〇で囲み、
（ ）内に障害の程度を記入して
ください。
福祉事務所長の認定を受けて
いる方は、障害の程度欄は記
入不要です。

69,000　　　120,000

　　　　　　 30,000    34,500

200,000

ｺｳﾍﾞ　ｳﾒｺ
神戸　梅子

38 11 12○

✔

12　7　7○

ｺｳﾍﾞ　ﾊﾙｺ
神戸　春子

母
✔



申告期間と会場一覧

郵送または新長田合同庁舎３階窓口提出の場合 令和５年２月１日（水）～３月１５日（水）

各 区 役 所 ・ 支 所 ・ 短 期 会 場 提 出 の 場 合 下記表のとおり、会場毎に期間が異なります。

※注１

長田区役所・須磨区役所・北神区

役所では窓口受付の会場を設置

していません。

※注２

市役所１号館西側（旧居留地）の

新庁舎です。

※注３

最寄り駅が西神中央駅の新庁舎

です。玉津支所（旧・西区役所）で

は、受付していません。　　　　　

午前９時～１１時３０分、午後１時１５分～５時

（土日祝日を除く）

窓 口 ・ 会 場 提 出 の 受 付 時 間

【短期会場】

令和５年２月７日（火）～２月９日(木) ・北須磨支所　保健福祉課事業室（地下鉄名谷駅２階）
・午前９時～午後４時

・北神区文化センター　２階　　　　　　　 　 
・午前９時30分～11時30分、午後1時15分～午後4時

問 い 合 わ せ 先

神戸市申告コールセンター

神 戸 市 税 務 部  市民税課　

TEL　０７８－321－5077

TEL　０７８－647－9300 

FAX　078－647－9560

令和５年１月26日（木）～３月１５日（水）　午前９時～午後５時（土日祝日を除く）

 市民税・県民税（住民税）の申告に関する相談や疑問にお答えします。

 （所得税の確定申告に関する問い合わせ先はP.2をご確認ください。）

 週のはじめや申告期限の間際等、時期や時間帯によってつながりにくい場合があります。

 所得や税額の計算方法、説明等詳細な情報を知りたい方は、神戸市ホームページを

ご覧いただくか、市民税課までお問い合わせください。

神 戸市  個 人の住 民税 検索

期　　　間

新 長 田 合 同 庁 舎 3　階 2/1 （ 水 ） ～ 3/15 （ 水 ）

東 灘 区 役 所 3　階 3/9 （ 木 ） ～ 3/15 （ 水 ）

灘 区 役 所 1　階 3/2 （ 木 ） ～ 3/7 （ 火 ）

中央区役所（※注２） ８　階 3/3 （ 金 ） ～ 3/8 （ 水 ）

兵 庫 区 役 所 2　階 2/27 （ 月 ） ～ 3/2 （ 木 ）

垂 水 区 役 所 １　階 2/14 （火 ）～ 2/28 （火 ）

北 区 役 所 5　階 2/16 （木 ）～ 2/24 （金 ）

西 区 役 所 （※注 ３） ２　階 3/8 （ 水 ） ～ 3/15 （ 水 ）

各　　区　　会　　場  （※注１）
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